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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるサービング制御ノードにおいて移動局トランザクションデー
タを処理する方法であって、前記方法は、
　移動局（１６０）の最初のハンドオーバに関係した転送制御ノードから前記サービング
制御ノードへのトランザクション履歴記録を受信する工程（３１０，４１０）と、
　前記サービング制御ノードについてのセル識別子と、１つ以上のセル記述子と、前記移
動局（１６０）が前記サービング制御ノードによりサービスを受ける時間の長さを示す１
つ以上の時間パラメータとを付加することにより、更新されたトランザクション履歴記録
を得るために、前記サービング制御ノードに関係する、前記サービング制御ノードで生成
される移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加する工程（
３３０，３４０，３５０，４６０）と、
　前記移動局（１６０）の続くハンドオーバに関係するターゲット制御ノードに対する前
記更新されたトランザクション履歴記録を前記ターゲット制御ノードに転送する工程（３
６０，４７０）とを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記移動局トランザクションデータは、モビリティに関連したトランザクション情報（
２３０）、或は、トラフィックに関連したトランザクション情報（２４０）、或は、該両
方の情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記トランザクション履歴記録は、前記サービング制御ノードに到着する前に前記移動
局（１６０）が滞在した１つ以上のセルについての識別子を含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記セル記述子は、セルタイプ、或は、セルサイズ、或は、セルタイプとセルサイズの
両方を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記更新されたトランザクション履歴記録を得るために、前記サービング制御ノードに
関係する移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加する工程
（３３，３４０，３５０，４６０）は、少なくとも１つのトラフィック・アクティビティ
・パラメータを付加することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのトラフィック・アクティビティ・パラメータは、データベアラタ
イプ、データ量、データ速度、データアクティビティ時間の内の１つ以上を示すことを特
徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記更新されたトランザクション履歴記録を得るために、前記サービング制御ノードに
関係する移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加する工程
（３３，３４０，３５０，４６０）は、前記トランザクション履歴記録に含まれる１つ以
上の累積パラメータを更新することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　１つ以上のデータ項目の経過時間に基づいて、前記受信したトランザクション履歴記録
から前記１つ以上のデータ項目を選択的に除去する工程をさらに有することを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記トランザクション履歴記録のサイズと前記トランザクション履歴記録に対する所定
の最大サイズとに基づいて、前記受信したトランザクション履歴記録から１つ以上のデー
タ項目を選択的に除去する工程をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）が以前に滞在したセルを
識別する工程（４４０）と、
　前記以前に滞在したセルに基づいて、前記続くハンドオーバのための前記ターゲット制
御ノードを選択する工程（４５０）とをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）が以前に滞在したセルを
識別する工程（４４０）と、
　１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンを検出するために、前記識別された以
前に滞在したセルを評価する工程と、
　前記評価と前記識別された以前に滞在したセルに基づいて、前記続くハンドオーバのた
めの前記ターゲット制御ノードを選択する工程（４５０）とをさらに有することを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンは、２つの基地局の間に繰り返さ
れるハンドオーバにより特徴づけられるピンポンハンドオーバを含み、
　前記評価と前記識別された以前に滞在したセルに基づいて、前記続くハンドオーバのた
めの前記ターゲット制御ノードを選択する工程（４５０）は、前記ピンポンハンドオーバ
のパターンを検出することに応じて１つ以上のハンドオーバ基準を調整することを含むこ
とを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンを検出することに応じて分析メッ
セージを生成する工程をさらに有することを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）についての評価速度を判
断する工程と、
　前記評価速度に基づいて、前記続くハンドオーバのための前記ターゲット制御ノードを
選択する工程とをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記トランザクション履歴記録に基づいて前記移動局（１６０）に対するリンク資源要
求を予測する工程（４２０）と、
　前記予測されたリンク資源要求に基づいてリンク資源を割当てる工程（４３０）とをさ
らに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいて用いられる、処理ユニットを含む第１の制御ノードであって
、前記処理ユニットは、
　　移動局（１６０）の最初のハンドオーバに関係した転送制御ノードから前記第１の制
御ノードへのトランザクション履歴記録を受信し、
　　前記第１の制御ノードに関係したセル識別子と、１つ以上のセル記述子と、前記移動
局（１６０）が前記第１の制御ノードによりサービスを受けた時間の長さを示す１つ以上
の時間パラメータとを付加することにより、更新されたトランザクション履歴記録を得る
ために、前記第１の制御ノードに関係する、前記第１の制御ノードにより生成される移動
局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加し、
　　前記移動局（１６０）の続くハンドオーバに関係するターゲット制御ノードに前記更
新されたトランザクション履歴記録を転送するように構成されることを特徴とする第１の
制御ノード。
【請求項１７】
　前記移動局トランザクションデータは、モビリティに関連したトランザクション情報（
２３０）、或は、トラフィックに関連したトランザクション情報（２４０）、或は、該両
方の情報を含むことを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項１８】
　前記トランザクション履歴記録は、前記第１の制御ノードに到着する前に前記移動局（
１６０）が滞在したセルのリストを含むことを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御
ノード。
【請求項１９】
　前記第１の制御ノードは、前記無線通信システムにおける基地局ノード（５００）を有
することを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２０】
　前記第１の制御ノードは、前記無線通信システムにおける無線ネットワーク制御装置（
ＲＮＣ）を有することを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２１】
　前記第１の制御ノードは、前記無線通信システムにおける基地局制御装置（ＢＳＣ）を
有することを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２２】
　前記セル記述子は、セルタイプ、或は、セルサイズ、或は、セルタイプとセルサイズの
両方を示すことを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２３】
　前記処理ユニットは、
　　少なくとも１つのトラフィック・アクティビティ・パラメータを付加することにより
、前記更新されたトランザクション履歴記録を得るために、前記第１の制御ノードに関係
する移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加するよう構成
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されていることを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのトラフィック・アクティビティ・パラメータは、データベアラタ
イプ、データ量、データ速度、データアクティビティ時間の内の１つ以上を示すことを特
徴とする請求項２３に記載の第１の制御ノード。
【請求項２５】
　前記処理ユニットは、
　　前記トランザクション履歴記録に含まれる１つ以上の累積パラメータを更新すること
により、前記更新されたトランザクション履歴記録を得るために、前記第１の制御ノード
に関係する移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加するよ
う構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２６】
　前記処理ユニットはさらに、
　　１つ以上のデータ項目の経過時間に基づいて、前記受信したトランザクション履歴記
録から前記１つ以上のデータ項目を選択的に除去するよう構成されていることを特徴とす
る請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項２７】
　前記処理ユニットはさらに、
　　前記トランザクション履歴記録のサイズと前記トランザクション履歴記録に対する所
定の最大サイズとに基づいて、前記受信したトランザクション履歴記録から１つ以上のデ
ータ項目を選択的に除去するよう構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の第
１の制御ノード。
【請求項２８】
　前記処理ユニットはさらに、
　　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）が以前に滞在したセル
を識別し、前記以前に滞在したセルに基づいて、前記続くハンドオーバのための前記ター
ゲット制御ノードを選択するよう構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の第
１の制御ノード。
【請求項２９】
　前記処理ユニットはさらに、
　　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）についての評価速度を
判断し、前記評価速度に基づいて、前記続くハンドオーバのための前記ターゲット制御ノ
ードを選択するよう構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノー
ド。
【請求項３０】
　前記処理ユニットはさらに、
　　前記トランザクション履歴記録に基づいて前記移動局（１６０）に対するリンク資源
要求を予測し、前記予測されたリンク資源要求に基づいてリンク資源を割当てるよう構成
されていることを特徴とする請求項１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項３１】
　前記処理ユニットはさらに、
　　前記トランザクション履歴記録を用いて前記移動局（１６０）が以前に滞在したセル
を識別し、
　　１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンを検出するために、前記識別された
以前に滞在したセルを評価し、
　　前記評価と前記識別された以前に滞在したセルに基づいて、前記続くハンドオーバの
ための前記ターゲット制御ノードを選択するよう構成されていることを特徴とする請求項
１６に記載の第１の制御ノード。
【請求項３２】
　前記１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンは、２つの基地局の間に繰り返さ
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れるハンドオーバにより特徴づけられるピンポンハンドオーバのパターンを含み、
　前記処理ユニットはさらに、前記ピンポンハンドオーバのパターンを検出することに応
じて１つ以上のハンドオーバ基準を調整するよう構成されていることを特徴とする請求項
３１に記載の第１の制御ノード。
【請求項３３】
　前記処理ユニットはさらに、前記１つ以上の望ましくないハンドオーバのパターンを検
出することに応じて分析メッセージを生成するよう構成されていることを特徴とする請求
項３１に記載の第１の制御ノード。
【請求項３４】
　無線通信システムにおけるサービング制御ノードにおいて或は前記サービング制御ノー
ドとともに用いられるコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは
、
　移動局（１６０）の最初のハンドオーバに関係した転送制御ノードから前記サービング
制御ノードへのトランザクション履歴記録を受信する工程（３１０，４１０）と、
　前記サービング制御ノードについてのセル識別子と、１つ以上のセル記述子と、前記移
動局（１６０）が前記サービング制御ノードによりサービスを受ける時間の長さを示す１
つ以上の時間パラメータとを付加することにより、更新されたトランザクション履歴記録
を得るために、前記サービング制御ノードに関係する、前記サービング制御ノードで生成
される移動局トランザクションデータを前記トランザクション履歴記録に付加する工程（
３３０，３４０，３５０，４６０）と、
　前記移動局（１６０）の続くハンドオーバに関係するターゲット制御ノードに対する前
記更新されたトランザクション履歴記録を前記ターゲット制御ノードに転送する工程（３
６０，４７０）とを有する方法を実行するためのコンピュータ可読命令を有することを特
徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に無線通信に関し、特に、分散制御アーキテクチュアを使用した無線通
信システムにおいて基地局の間で移動局トランザクション情報を処理する方法と装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ネットワーク事業者は、彼らのネットワークの容量とスループットとを増加させる
よう努力するので、移動通信システムにおけるセルは、変化に富んだ大きさで展開される
であろうと期待される。特に、多くのセルは、過去のシステムと比較して大幅に小さくな
るであろう。ネットワーク事業者は、例えば、ショッピングセンタ、都市センタ、また、
オフィスエリアで、マイクロセルおよびピコセルと呼ばれる小さなセルを幅広く展開する
ことを既に開始している。
【０００３】
　同時に、新しいネットワークアーキテクチュアでは、無線ネットワーク制御機能を基地
局サイトに移動させる傾向がある。このことは、例えば、現在３ＧＰＰ（第３世代パート
ナーシッププロジェクト）によって開発が進められているＬＴＥ（長期エボルーション）
無線通信システムでは真実である。発展型高速パケット接続（ＨＳＰＡ）システムに対し
て非常に小さな無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）を実現することに関しても、同様の
概念が議論されている。このトレンドの提案者達は、基地局サイトに資源制御機能を配置
することにより、より良いシステム性能が得られる結果になると提言している。これは、
無線資源管理の判定に対して、より時宜を得た情報が得られるであろうと考えられるから
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　一方、従来の３Ｇ（第３世代）ＲＮＣにおけるハンドオーバ手順のような、集中型アー
キテクチュアにおいて実施されるネットワーク制御手順は、ユーザ機器（ＵＥ）が位置す
る現在のセルにおける条件ばかりでなく、幾つかの近接セルの状況に関する情報を、より
素速く利用することができる。分散アーキテクチュアを使用すること、即ち、制御機能が
基地局に押しやられるシステムモデルは、従って、その制御機能が、ローカルな環境に関
しては多くの量の最新情報を有するが、集中型制御機能では利用可能であったかもしれな
い、ネットワークをより広く概観できないという状況を作り出す可能性がある。このよう
なシステムにおいては、ＬＴＥ基地局（ｅＮｏｄｅＢ）によって実行されるハンドオーバ
手順は、現在のセルおよび同じｅＮｏｄｅＢによってサービスが提供されるいずれかの近
接セルの状態情報等の限定された情報に多く基づいて行われる可能性がある。
【０００５】
　分散アーキテクチュアモデルで生じえる別の問題は、移動ユーザ機器が１つの基地局か
ら別の基地局へ手渡される（ハンドオーバを行う）ときに、そのユーザ機器は短い時間間
隔の間にいくつかの異なる制御装置によって制御される可能性があるという点である。そ
れぞれの制御装置（ＬＴＥシステムの場合におけるｅＮｏｄｅＢ）は、ある特定な移動局
にサービスを提供している間、その移動局のアクティビティを監視することができるが、
その移動局が別の制御装置へハンドオーバされると、この情報は通常、失われてしまう。
このことは、集中化した制御アーキテクチュアを使用するシステムにおいては大きな問題
とはならない。これは、このようなシステムにおける制御装置は典型的に多くのセルをカ
バーし、移動局は通常、より長い時間間隔の間、同一の制御装置によって制御されるから
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、無線通信システムにおいてサービング制御ノードにおいて移動局トランザク
ション情報を処理するための方法と装置を備える。特に、サービング制御ノードは、ＬＴ
Ｅ／ＳＡＥシステムにおけるｅＮｏｄｅＢ等の基地局ノードであってよい。トランザクシ
ョン情報は、例えば、所与の移動局に対する、モビリティに関連したトランザクション情
報（モビリティ関連トランザクション情報）およびトラフィックに関連したトランザクシ
ョン情報（トラフィック関連トランザクション情報）を含むことができ、対応する移動局
がハンドオーバされるときに、更新されて、制御を行う制御ノードの間で手渡される。こ
れにより、制御を行う制御ノードは、移動局の過去のアクティビティを特徴付ける情報を
取得することができる。トランザクション履歴記録の形で１つの制御ノードから別の制御
ノードに手渡すことができるトランザクション情報は、非限定的な例として、移動局が行
うアップリンクとダウンリンクを通してのデータ転送アクティビティを記述する情報ばか
りでなく、移動局がこれまでに滞在したセルに関する情報、また、どのくらいの時間その
セルに滞在したかに関する情報を含むことができる。
【０００７】
　本明細書で開示する、本発明の方法と装置によって提供される利点のうちの１つは、本
発明の１つ以上の実施例に従えば、制御ノードは、サービスが提供される移動局に対する
トランザクションの履歴情報を取得することができるという点である。これは種々の実施
例の中で使用されて、リンク資源割り当ての判定が改善され、ハンドオーバの判定が改善
され、これによりピンポンハンドオーバと呼ばれるパターンを含む望ましくないハンドオ
ーバのパターンを検出することと、回避することとの内、少なくともいずれかのことが可
能になる。当業者は、本発明のいくつかの実施例によって利用可能になる、時宜を得た、
包括的な、また、最新の更新された履歴情報よって得られる、更なる利点を理解するであ
ろう。
【０００８】
　従って、１つの典型的な方法は、サービング制御ノードへ移動局が最初に行うハンドオ
ーバに連携して、サービング制御ノードが、転送を行う制御ノードからトランザクション
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履歴情報を受信する工程を備える。サービング制御ノードに関する移動局トランザクショ
ンデータをトランザクション履歴記録に追加してトランザクション履歴記録を更新する。
更新したトランザクション履歴記録は、その後に、ターゲット制御ノードに引き続き行う
移動局のハンドオーバに連携して、ターゲット制御ノードへ転送される。いくつかの実施
例では、この方法は、トランザクション履歴記録を使用して、例えば、ハンドオーバに対
する、またはリンク資源の割り当てに対するターゲット制御ノードを選択するなどのよう
なハンドオーバの判定を行う工程をさらに備える。
【０００９】
　本発明の実施例はさらに、移動局トランザクション履歴データを処理するための、上記
で述べた１つ以上の方法を実行するよう構成された制御ノードを含む。これらの制御ノー
ドの実施例の内の１つ以上は、ＬＴＥ／ＳＡＥネットワークにおいて使用するためのｅＮ
ｏｄｅＢを備えることができる。
【００１０】
　さらに他の実施例において、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可
能媒体の上に実現されたコンピュータ読み取り可能プログラムコードを含む。このコンピ
ュータ読み取り可能プログラムコードは上記方法の１つ以上を実行するよう構成される。
【００１１】
　無論のことながら、本発明は上記特徴と利点には限定されるものではない。当業者であ
れば、以下に示す詳細な説明を読み、添付図面を参照することによって、さらなる特徴と
利点とを理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ＬＴＥ／ＳＡＥ無線通信ネットワークのいくつかの側面を示す図である。
【図２】代表的な移動局トランザクション情報と、その移動局トランザクション情報と無
線通信システムのセルとの関係を示す図である。
【図３】移動局トランザクション情報を処理する方法の１実施例の論理フローチャートで
ある。
【図４】移動局トランザクション情報を処理する方法の別の実施例の論理フローチャート
である。
【図５】移動局トランザクション情報を処理するよう構成された基地局の１実施例のブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　現在、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の主催のもとで、次世代の
無線通信ネットワークの設計と仕様決定が進められている。これは、長期エボルーション
（ＬＴＥ）イニシアティブとして知られる検討の中で行われている。システムアーキテク
チュアの発展（ＳＡＥ）と呼ばれる標準化の検討の中では、新しい無線インタフェースの
規定とともに、新しいコアネットワークアーキテクチュアの規定も行われている。図１に
示すように、ＬＴＥ／ＳＡＥネットワークは、ユーザプレーンと制御プレーンとをサポー
トする少なくとも２つのタイプのネットワーク要素を含む。これらは、発展型ＮｏｄｅＢ
または“ｅＮｏｄｅＢ”と呼ばれる発展型基地局１１０とＳＡＥゲートウェイ１２０であ
る。ｅＮｏｄｅＢ１１０は、ＬＴＥエアインタフェースを提供し、無線資源管理を行う。
一方、ＳＡＥゲートウェイ１２０は、ユーザプレーンに対するモビリティ・アンカポイン
トを提供し、ＩＰサービスネットワーク１４０にゲートウェイを提供する。ＩＰサービス
ネットワーク１４０は、インターネット、イントラネット、および、他のＩＰを基本とし
たサービスネットワークを含んでも良い。
【００１４】
　以下の検討では、本発明の方法と装置は、ＬＴＥ／ＳＡＥ無線ネットワーク環境で記述
される。この場合、本明細書に記述する制御機能の多くはｅＮｏｄｅＢの中に存在する。
しかしながら、当業者であれば、本明細書に記述する本発明の技術は、他のタイプのネッ
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トワークおよび他の構成のネットワークにも適用可能であることを理解するであろう。例
えば、本明細書に開示する本発明の方法と装置は、発展型高速パケット接続（ＨＳＰＡ）
アーキテクチュアに適用可能であり、また同時に、リリース９９のＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡ
Ｎアーキテクチュアにも適用可能である。発展型ＨＳＰＡでは、無線ネットワーク制御装
置（ＲＮＣ）はＮｏｄｅＢの中に統合される。また、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮアーキテク
チュアでは、以下で記述する履歴情報は、ピア制御ノード（例えば、ＲＮＣと基地局制御
装置との内の少なくともいずれか）の間で転送することもできるであろう。従って、ＬＴ
Ｅ／ＳＡＥネットワーク要素を使用しての本発明の記述は、例示的であることを意味する
ものであって、限定的ではない。
【００１５】
　ＬＴＥ／ＳＡＥアーキテクチュアは、以前のアーキテクチュアと異なり、いくつかの基
地局を管理する責任を持つ個別の無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）を含まない。その
代わり、ＲＮＣによって以前に実行されていた無線資源管理機能とモビリティ管理機能の
多くは、ｅＮｏｄｅＢ１１０に移動される。上述のように、この移動によって、制御機能
は、ｅＮｏｄｅＢ１１０によってサービスが提供される１つまたはいくつかのセルにおけ
る無線資源条件（例えば、信号条件、負荷条件）に関する、より時宜を得た情報を取得す
ることができる。しかしながら、ｅＮｏｄｅＢ１１０は、いくつかの基地局を監視するＲ
ＮＣが有していたであろうシステムをより広く概観することには概して欠けるので、この
移動はいくつかの問題を提起する。
【００１６】
　ローカルな情報のみに依る制御の判定によって、いくつかの問題が生ずる可能性がある
。例えば、分散アーキテクチュアにおいて高速移動する移動局（例えば、図１における移
動局１６０等）は、いくつかのマイクロセルの間でハンドオーバが行われる可能性がある
だろう（頻度の高いハンドオーバが発生する）。この場合、同じエリアにおけるマクロセ
ルであればもっとよいサービスが受けられるであろう。これらのいくつかのマイクロセル
のうちの１つに設置された制御機能は、移動局１６０が高速移動していること、または、
移動局１６０が最近頻繁にハンドオーバを行ってきたことを知らない可能性がある。
【００１７】
　別の例として、アクティブでない移動局１６０が、どのくらいかの時間経過の後に、よ
り電力効率のよい状態に移らなければならない場合がある。分散アーキテクチュアにおい
ては、ネットワークを越えて移動する移動局１６０は、制御装置がさらに電力効率のよい
状態の契機をつくるべきであると認識するのに足りる十分に長い時間間隔の間、単一の制
御装置によって制御されることが決してないという危険性がある。
【００１８】
　分散した無線資源の管理を行うシステムでのハンドオーバでは、その他の問題も生ずる
可能性がある。例えば、移動局１６０がアップリンクのデータ転送を行っている最中に１
つの基地局から別の基地局にハンドオーバを行う場合には、移動局１６０がターゲットｅ
ＮｏｄｅＢ１１０にアップリンクバッファ状態の報告を送信する以前であっても、移動局
１６０は、ターゲットセルの中のアップリンク資源の適切な割り当てを即座に受けること
が望ましい。ターゲットセルにおける資源制御機能が、以前のセルの中における移動局の
アクティビティのレベルを知らないのであれば、分散アーキテクチュアにおいては、この
ことを達成することは困難である。これらの問題は、無線資源の浪費、または移動局の性
能を不必要に限定してしまう結果になり得る。
【００１９】
　従って、本発明は、無線通信システムで使用される方法と装置を開示するものであり、
この無線通信システムでは、例えば、ＬＴＥのｅＮｏｄｅＢ１１０における無線資源制御
機能等の制御装置ユニットが移動局１６０に対するトランザクション履歴を保持し、その
履歴を移動局１６０の制御を引き受ける後続の制御装置ユニットに手渡す。トランザクシ
ョン履歴は、ユーザ機器の過去のアクティビティに関する情報を含む。いくつかの実施例
においては、トランザクション履歴は、移動局１６０がこれまでに滞在したセルに関する
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情報、およびそれらのセルの中で過ごした時間等の、モビリティ関連トランザクション情
報を含む。いくつかの実施例においては、トランザクション履歴は、移動局１６０によっ
て送信と受信との内、少なくともいずれかがなされたデータトラフィックの量とタイプと
の内の少なくともいずれかのようなトラフィック関連情報を含む。
【００２０】
　本発明の典型的な実施例においては、サービングｅＮｏｄｅＢ１１０における無線制御
機能等の、移動局１６０に現在サービスを提供している資源制御装置は、ハンドオーバの
後に、移動局１６０に対するトランザクション履歴情報を、ターゲットｅＮｏｄｅＢ１１
０における無線制御機能等の、移動局１６０の制御を引き継ぐであろう資源制御装置に手
渡す。種々の実施例において、このトランザクション履歴情報はいくつかの形の内のいず
れかの形を取ることができる。例えば、トランザクション履歴は、移動局１６０をこれま
でに制御したことがあるそれぞれの制御装置によって追加されたイベントを列挙した履歴
リストを備えることができる。あるいは（または、前記リストに加えて）、トランザクシ
ョン履歴は、移動局１６０の過去のモビリティおよびアクティビティレベルを記述した累
積を示すパラメータ（累積パラメータ）の１つまたはいくつかを備えることができる。こ
れらの累積パラメータは、移動局１６０が１つの基地局から別の基地局へハンドオーバさ
れたときに、それぞれの制御機能によって更新することができる。
【００２１】
　いくつかの実施例においては、制御装置は、ハンドオーバによって入ってくる移動局１
６０の制御を行う場合には、以前の制御装置からトランザクション履歴記録を受信し、そ
のトランザクション履歴情報を、引き続き行う判定処理の入力として使用する。例えば、
制御装置は、移動局１６０へ資源を割り当てる際に、トランザクション履歴記録からのト
ラフィック関連トランザクション情報を使用することができる。このトラフィック関連ト
ランザクション情報は、移動局１６０によって最近送信された、または受信されたデータ
レートとデータ量とデータタイプとの内の少なくともいずれかを含むことができるであろ
う。制御装置はまた、トランザクション履歴記録からのモビリティ関連トランザクション
情報を使用することもできるであろう。このモビリティ関連トランザクション情報は、移
動局１６０が滞在した以前のセルと以前のセルの型と、それぞれのセルで滞在した時間を
識別する情報を含む。制御装置はこのタイプの情報を、例えば、引き続き行うハンドオー
バに対するターゲットセルを選択する際に使用することができる。例えば、モビリティ関
連トランザクション情報の履歴が、移動局１６０がこれまで高い頻度でハンドオーバを行
っていたことを示しているならば、制御装置は、隣接するマイクロセルよりもマクロセル
の方がより適切なハンドオーバターゲットであると判定する。
【００２２】
　いくつかの実施例においては、サービング制御装置は、引き続き行うハンドオーバを実
行する場合に、引き続く制御装置に手渡すために、さらなるトランザクション情報を追加
することと、移動局のアクティビティについての累積パラメータを更新するとの内、少な
くともいずれかのことができる。
【００２３】
　トランザクション履歴記録は、記録のための最大のサイズを指示するパラメータを使用
して定義し、それぞれのハンドオーバの時に転送される記録サイズを制御する。このよう
な実施例のいくつかにおいては、トランザクション履歴記録のサイズが所定の最大値を超
えた場合には、制御装置はＦＩＦＯ（先入れ先出し）の原理を適用し、最も古い情報を削
除して、より新しい情報に対する余地を作ることができるであろう。他の実施例において
は、情報は時間スタンプに結びつけて記録の中に格納され、ある時間を超えたトランザク
ション情報（すなわち、所定の時間より長いあいだ記録の中にあった情報）はトランザク
ション履歴から削除することができるであろう。
【００２４】
　一般的に、トランザクション履歴の内容は、少なくとも２つのカテゴリーに分類するこ
とができる。しかしながら、この場合、他のタイプの情報を排除するものではない。第１
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は、モビリティ関連トランザクション情報であり、これは以前に滞在したセルに関する情
報を含む。このカテゴリーの情報は、これまでに滞在したいくつかのセル夫々に対するセ
ル識別子、セルタイプ、およびセルに滞在した時間（または、移動端末の入場（エントリ
ー）時刻と移動端末の出場時刻との内の少なくともいずれか）等を含むことができる。図
２は、トランザクション履歴記録の中に含められるモビリティ関連トランザクション情報
の１つの例を示す。図２において、セルＩＤのＣ００２、Ｃ０２８、及びＣ０１４は、マ
イクロセル２１０を識別するものであり、マイクロセル２１０は、Ｃ０１７のセルＩＤに
対応したマクロセル２２０によって部分的にカバーされるエリアをカバーしている。典型
的なモビリティ関連トランザクション情報２３０もまた示されている。
【００２５】
　受け取る側の制御装置は、トランザクション情報２３０の中に含まれる履歴情報を移動
局の測定等の他の情報とともに使用して、最も適したターゲットセルまたはシステムを判
定することができる。例えば、図１のモビリティ関連トランザクション情報２３０を使用
する無線資源制御装置は、移動局１６０がセルＣ００２から到来し、Ｃ００２にはある時
間間隔（例えば１２０秒）より短い時間滞在していた場合には、もし、移動局の測定によ
って実行可能性が示されれば、マクロセルＣ０１７にハンドオーバを行うべきであると結
論づけることができる。
【００２６】
　受け取る側の制御装置はまた、この情報を使用して他のパラメータを推定することがで
きる。例えば、もし制御装置が近接セルの大きさの平均値に関する情報を有しているなら
ば、制御装置は、以前のセルで滞在した時間を示すトランザクション履歴情報を使用して
、移動局１６０のおおまかな速度推定を行うことができる。再び図２に示すモビリティ関
連トランザクション情報を参照すると、恐らくたった１００メートルの半径のセルＣ０２
８に８４秒間滞在した移動局１６０は、“中ぐらいの速度”のユーザであるとすることが
できる。
【００２７】
　モビリティ関連トランザクション情報はまた、これを使用して、移動局のモビリティを
記述する累積パラメータを生成し、更新することができる。例えば、単位時間あたりのハ
ンドオーバの回数または移動局速度の推定値を示す現在のパラメータは、トランザクショ
ン履歴記録が新しい制御装置に転送される以前に、それぞれの制御装置によって更新する
ことができる。オプションとして、これらのパラメータは、重み付けまたはフィルタリン
グを行い、最近のモビリティ情報を、より以前の情報と比較して、実効的により高い順位
に置くことができる。
【００２８】
　第２のカテゴリーのトランザクション履歴データは、トラフィック関連トランザクショ
ン情報である。このカテゴリーは、移動局１６０がアクティブモードに入った時と、アク
ティブモードにいるときにトラフィックアクティビティ（オプションとして、時間スタン
プを持つ）に入った時との内の少なくともいずかの時等の情報を含むことができる。トラ
フィックアクティビティ情報によって、移動体によって使用された特定のベアラ、パケッ
トが送信された最後の時刻、送信または受信されたデータの量、送信または受信されたデ
ータタイプ等を識別することができる。いくつかの実施例においては、種々のアクティビ
ティに関するデータは、アクティブモードの開始時刻を参照して算出された時間パラメー
タを持つ時間スタンプを有することができる。このアプローチによって、トランザクショ
ン記録の中に格納されるデータ量を低減することができ、それぞれのハンドオーバ毎に時
間スタンプを再算出する必要性が除去される。
【００２９】
　再び図２を参照すると、図２にはトラフィック関連トランザクション情報２４０の典型
的なセットが示されている。当業者は、図２に示されているモビリティ関連データとトラ
フィック関連データは例示の目的だけであると理解するであろう。上記で説明したように
、種々のデータは、それぞれの基地局において記録することができる。さらに、その情報
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は種々のフォーマットで記録することができる。情報の適切な符号化により、基地局の間
で転送されるデータのサイズを削減することができる。本発明のいくつかの実施例におい
ては、いずれの場合も、受け取る側の制御装置は、トラフィック関連トランザクション情
報２４０を使用して（恐らくは、モビリティ関連トランザクション情報２３０とともに）
、種々の資源管理の判定を行うことができる。例えば、制御装置は、この情報を使用して
、より電力効率のよい状態への移動局１６０の遷移にいつトリガをかけるのかの判定を行
うことができる。１つの例として、受け取る側の制御装置は、移動局１６０のハンドオー
バとともに、トラフィック関連トランザクション情報２４０を受信することができる。制
御装置は、移動局１６０がセルの中に入った時から１５９０ミリ秒後に、アイドル状態へ
の遷移を起動することができる。この例では、６０００ミリ秒の不活性タイマを仮定して
おり、制御装置は、移動局１６０が既に４４１０（即ち、４５６０－１５０）ミリ秒のあ
いだアクティブではなかったという計算を行ったので、タイマが起動されたと仮定してい
る。
【００３０】
　以前にモビリティ関連トランザクション情報に関して説明したように、無線資源制御装
置は、移動局のトラフィックアクティビティを記述する１つ以上の累積パラメータを生成
するか、更新するのかの内、少なくともいずれかを行い、制御装置から制御装置へ手渡さ
れるトランザクション履歴記録に含めることができる。これらの累積パラメータは、例え
ば、所定の時間間隔の間の、または、アクティブモードにいる間の、アップリンクとダウ
ンリンクとの内の少なくともいずれかのビットレートの平均値を含むことができる。移動
局１６０に対するアップリンクまたはダウンリンクのピーク値に関する要求条件を示す累
積パラメータもまた、保持することができる。これらのパラメータの内の任意のパラメー
タは、重み付け、またはフィルタリングを行い、より最近のアクティビティ情報を、より
以前の情報と比較してより高い順位に置くことができるであろう。
【００３１】
　従って、上記で述べた情報のいずれかを含む移動局１６０に対するトランザクション履
歴記録は、移動局１６０の最初のハンドオーバのときに、転送を行う基地局からサービン
グ基地局へ手渡すことができる。サービング基地局は、トランザクション履歴記録を更新
した後に、更新したトランザクション履歴記録を、移動局１６０が引き続き行うハンドオ
ーバに連携してターゲット基地局に転送することができる。この一般的な手順は図３に示
されており、例えば、ＬＴＥ／ＳＡＥ無線通信システムのｅＮｏｄｅＢにおいて実施する
ことができる。当業者は、図３の中に示されたステップのいくつかは省略できることを理
解するであろう。さらに、いくつかのステップは、図示された順序とは異なる順序で実行
することができる。
【００３２】
　ブロック３１０において、移動局１６０に対するトランザクション履歴記録は、転送を
行う基地局から受信される。いくつかの実施例においては、トランザクション履歴は、新
しいサービング基地局への移動局１６０のハンドオーバに連携して受信される。トランザ
クション履歴記録は、転送を行う基地局と新しいサービング基地局との間のハンドオーバ
に関連するメッセージングの一部として直接に転送することができる。または、別個のゲ
ートウェイまたはサーバを経由等させて、間接的に転送することもできる。例えば、ＬＴ
Ｅ／ＳＡＥシステムにおいては、トランザクション履歴は、３ＧＰＰで規定しているＸ２
インタフェースを使用して基地局の間で転送することができる。
【００３３】
　ブロック３２０において、転送を行う移動局１６０から移動局１６０の制御が受け取ら
れる。トランザクション履歴記録の転送の例外として、ハンドオーバを従来の手段に従っ
て実行することができる。当業者は、いくつかの実施例とある環境下との内の少なくとも
いずれかでは、受け取る側の基地局による移動局１６０の制御がトランザクション履歴記
録を受信する以前に得られても良いことを理解するであろう。
【００３４】
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　ブロック３３０において、受け取る側の基地局（現在はサービング基地局）は、モビリ
ティ関連トランザクションデータをトランザクション履歴記録に追加する。これは、サー
ビング基地局に対応したセル識別子を単純に追加するステップを備える。恐らくこれは、
受け取る側の基地局において滞在した時間を示す時間スタンプを持つであろう。無論のこ
とながら、この後者の情報は、移動局１６０が新しい基地局にハンドオーバを行うまでは
、最終的にはトランザクション履歴記録に追加されない。上記で検討した項目のいずれか
等の他のモビリティ関連トランザクションデータも同様に、トランザクション履歴記録に
追加することができる。
【００３５】
　ブロック３４０において、サービング基地局は、トラフィック関連トランザクションデ
ータをトランザクション履歴記録に追加する。この情報は、上記で検討した、データに関
連したいずれかのパラメータ等の基地局１６０が現在のセルでサービスを受ける間に実行
するデータ転送を特徴付ける任意の情報を備えることができる。上記で検討したように、
いくつかの実施例においては、特定のデータ転送イベントを記述するパラメータを追加す
ることができる。これらのパラメータは、データ転送量またはタイプを特徴付けることが
でき、また、時間スタンプの情報を含むことができる。いくつかの実施例では、トランザ
クション履歴記録に追加されるトラフィック関連トランザクション情報は、移動局１６０
がいつ最後にデータを送信または受信したかを示す時間スタンプだけを含むことができる
。他の実施例では、トラフィック関連トランザクション情報は、データ転送を詳細に特徴
付けるであろう。
【００３６】
　ブロック３５０において、１つ以上の累積活動パラメータが更新される。この更新ステ
ップでは、累積パラメータがトランザクション履歴記録から検索されて、変形され、そし
て、新しく更新されたトランザクション履歴記録の中に保存される必要があるであろう。
これらの累積活動パラメータは、上述のように、移動局のモビリティを特徴付けるパラメ
ータを含むことができる。これらのパラメータは、例えば、移動局１６０が行ったハンド
オーバの全回数を示すパラメータ、または、特定の基準時間間隔におけるハンドオーバの
回数、または、データトラフィックアクティビティを特徴付けるパラメータ等である。デ
ータトラフィックアクティビティを特徴付けるパラメータとしては、ダウンリンクまたは
アップリンクにおけるデータ転送の最大値または基準時間間隔当りのデータ転送の平均レ
ート等である。
【００３７】
　最後に、ブロック３６０において、更新されたトランザクション履歴記録は、ターゲッ
ト基地局に転送される。これは、ブロック３７０に示されているように、移動局１６０の
ターゲット基地局へのハンドオーバと連携して行うことができる。
【００３８】
　上記で述べたように、移動局１６０に対応するトランザクション履歴記録は、サービン
グ基地局が使用することができ、サービング基地局は移動局１６０に関する無線資源制御
の判定を行うことができる。サービング基地局は、例えば、少なくとも部分的には、トラ
ンザクション履歴記録に含まれるトラフィック関連トランザクション情報に基づいて、移
動局１６０に対するリンク資源（ＬＴＥ／ＳＡＥシステムにおいては資源ブロック等）を
割り当てることができる。さらに、サービング基地局は、ハンドオーバの判定をトランザ
クション履歴記録に基づいて行うことができる。
【００３９】
　図４は、このように、トランザクション履歴記録を使用するための代表的な方法を示し
たものである。これは、例えば、ＬＴＥ／ＳＡＥ無線通信システムのｅＮｏｄｅＢ１１０
で実施することができる。図４の方法は、ブロック４１０において、基地局の制御下にあ
る（またはその基地局に転送されようとしている）移動局１６０に対応するトランザクシ
ョン履歴記録を受信することにより“開始”される。一般に、トランザクション履歴記録
は、転送を行う基地局から直接に転送されるが、間接的な転送も可能である。当業者は、
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図４に示されているステップの内のいくつかは省略することができると理解するであろう
。さらに、ステップの内のいくつかは、図示された順序とは異なる順序で実行することが
できる。
【００４０】
　ブロック４２０において、受け取る側の（現在はサービング）基地局は、トランザクシ
ョン履歴記録に基づいて、移動局１６０に対するリンク資源の要求条件を予測する。いく
つかの実施例では、トランザクション履歴記録は、新しく転送された移動局１６０からの
送信バッファの更新を受信する以前に、その基地局が利用することができ、それを使用し
て、リンク資源の割り当てを行う、または、リンク資源の以前の割り当てを更新すること
ができる。これはブロック４３０に示されている。いくつかの実施例では、トランザクシ
ョン履歴記録は、移動局１６０から受信したバッファ情報と関連して使用されても良いし
、或は、基地局で、おそらくは移動局１６０に関連すると考えられる資源の要求条件を予
測するために判定されても良い。従って、本発明のいくつかの実施例では、サービスが提
供される移動局１６０に対する資源の要求条件の予測を改善することにより、リンク資源
割り当てが改善されるという利点を得ることができる。
【００４１】
　ブロック４４０において、サービング基地局は、トランザクション履歴記録を使用して
、移動局１６０が以前に滞在したセルの識別を行う。従って、トランザクション履歴記録
によって、ハンドオーバの判定を改善することができる。これは、この情報を使用して、
中でも特に、ターゲット基地局を選択することができるからである。このことはブロック
４５０に示されている。以前に滞在したセルの情報を使用して、例えば、ピンポンハンド
オーバと呼ばれるハンドオーバを減少させることができる。ピンポンハンドオーバでは、
２つの隣接セルの間で移動局１６０のハンドオーバが繰り返し行われる。従って、いくつ
かの実施例においては、以前に滞在したセルの情報を評価し、ピンポンハンドオーバのパ
ターンを検出する。ピンポンハンドオーバのパターン、または他の望ましくないハンドオ
ーバパターンが検出された場合には、サービング基地局は、それに応答して１つ以上のハ
ンドオーバ基準を調整することができる。例えば、ハンドオーバを行う前に、サービング
基地局がより長い時間移動局を保持するように、ハンドオーバ基準を調整することができ
る。（当業者は、これはいくつかの様式で達成できると理解するであろう。例えば、ハン
ドオーバに対する１つ以上の信号強度の閾値を調整することができる。）あるいは、ピン
ポンパターンまたは他の望ましくないハンドオーバパターンの検出に応答して、移動端末
はマイクロセルからマクロセルにハンドオーバを行うことができる。また、望ましくない
ハンドオーバパターンの検出により、システム事業者がシステムのトラブルシューティン
グと保守に使用するための診断メッセージの生成を起動することができる。この診断メッ
セージは、ログの中に保存することができ、または、システム事業者に対して、指定され
たアドレスへ送信することができる。
【００４２】
　同様に、以前に滞在したセルの情報は、それを解析して、現在マイクロセルによってサ
ービスを提供されている移動局１６０にとって、オーバラップをしているマクロセルによ
る方がより良いサービスが受けられる否かの判定を行うことができる。この判定は、例え
ば、所定の時間間隔の間に滞在したマイクロセルの数に基づくことができ、高速移動する
移動端末は、より少ない回数のハンドオーバを行うようにすることができる。
【００４３】
　ブロック４６０においては、緊急のハンドオーバに対する準備として、図３を参照して
上記で検討したように、トランザクション履歴記録は更新される。最後に、ブロック４７
０において、更新されたトランザクション履歴記録はターゲット基地局に転送される。こ
れも上記で検討された通りである。
【００４４】
　さて、図５には、本明細書に記述する１つ以上の方法を実施するために使用することが
できる代表的な基地局５００が描かれている。当業者はであれば、図示された基地局５０
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０は、本明細書に記述された方法を実施するための制御ノードの単なる１例であると理解
するであろう。特に、制御処理装置５１０の機能の多くは、別個のデバイスを使用して実
現することができる。この別個のデバイスは、従来の基地局装置と同じ場所に設置するこ
とができるし、または、基地局から離れた場所に設置することもできる。従って、制御ノ
ード機能は、例えば、ＬＴＥ／ＳＡＥシステムにおいてはｅＮｏｄｅＢの一部であっても
よいし、または、他の任意のネットワークにおいては別個の制御機能であってもよい。例
えば、上記検討したように、制御ノード機能は、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）ま
たは基地局制御装置の一部であってもよい。従って、制御機能は、単一の基地局または複
数の基地局に関わることができる。
【００４５】
　いずれの場合にも、図１の代表的な基地局５００は処理ユニット５１０を含む。処理ユ
ニット５１０は、無線トランシーバ回路５２０およびアンテナ５２５を使用して１つ以上
の移動局１６０と通信を行うよう構成される。基地局５００は、無線ネットワークの他の
要素と通信を行うためのネットワークインタフェース５７０をさらに含む。この無線ネッ
トワークは、いくつかの実施例においては、他の基地局５００、および、図１に示された
ＬＴＥ／ＳＡＥアクセスゲートウェイ１２０等のアクセスゲートウェイを含む。当業者で
あれば、いくつかの実施例では、基地局５００はＬＴＥ／ＳＡＥ無線通信システムにおい
て使用するためのｅＮｏｄｅＢを備えることができるが、本明細書に記述された本発明の
方法と装置は、他の無線ネットワーク標準および他にネットワーク構成にも同様に適用可
能であることを理解するであろう。一般的に言って、無線トランシーバ回路５２０と、ベ
ースバンド信号処理装置５３０等の処理ユニット５１０の一部とは、３ＧＰＰにより公表
されている標準等の１つ以上の無線通信標準に適合するよう構成される。例えば、非限定
的な例として、ベースバンド信号処理装置５３０は、３ＧＰＰのＬＴＥ標準に従って信号
を符号化および復号化するよう構成することができる。３ＧＰＰのＬＴＥ標準は、直交周
波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を基本としたダウンリンク信号と、単一搬送波周波数分
割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）のアップリンク信号に対する物理レイヤプロトコルを規定
している。
【００４６】
　処理ユニット５１０は、ベースバンド信号処理装置５３０の他に、無線資源管理装置５
４０、モビリティ管理装置５５０、他の制御処理５５５、及び、メモリ５６０を含む。メ
モリ５６０は、プログラム記憶部５６２と、トランザクション履歴データ部５６４とを含
む、基地局５００の動作に必要な他のデータ部とを備える。当業者であれば、図５は、処
理ユニット５１０の要素の機能を代表して描いていると理解するであろう。従って、描か
れた処理ブロックのそれぞれは、いくつかの実施例においては、１つ以上の市販またはカ
スタムのマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、またはディジタル信号プロセッサ
に直接に対応させることができる。しかしながら、他の実施例においては、５１０の２つ
以上の機能ブロックは単一プロセッサ上で実現することができる。一方、他のブロックの
機能は、２つ以上のプロセッサに分離されていてもよい。同様に、メモリ５６０は、１つ
以上のメモリデバイスを代表させたものであり、この１つ以上のメモリデバイスは、本発
明の１つ以上の実施例に従って基地局機能を実行するのに使用するソフトウェア、ファー
ムウェア、及びデータを含む。従って、メモリ５６０は、以下のタイプのデバイスを含む
ことができる。これらは、キャッシュ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
フラッシュ、ＳＲＡＭ、及び、ＤＲＡＭである。しかし、これらに限定されるものではな
い。
【００４７】
　基地局５００、特に、処理ユニット５１０は、本明細書に記述された１つ以上の方法を
実施するよう構成され移動局トランザクション情報を処理することができる。従って、処
理ユニット５１０は、転送を行う基地局からのトランザクション履歴記録を、移動局１６
０の基地局５００への最初のハンドオーバに連携して受信するよう構成することができる
。トランザクション履歴記録は通常、ネットワークインタフェース５７０を通して受信さ
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れる。ネットワークインタフェース５７０は、ＬＴＥシステムにおいては、３ＧＰＰ技術
仕様で規定されるＸ２インタフェースを備える。処理ユニット５１０はさらに、移動局の
トランザクションデータをトランザクション履歴記録に追加するよう構成される。この移
動局のトランザクションは、上述したように、モビリティ関連トランザクション情報とト
ラフィック関連トランザクション情報との内、少なくともいずれかを含むことができる。
処理ユニット５１０はさらに、更新されたトランザクション履歴記録を、ターゲット基地
局に対する移動局の引き続くハンドオーバに連携して、そのターゲット基地局に転送する
よう構成される。
【００４８】
　いくつかの実施例においては、処理ユニット５１０は、対応したトランザクション履歴
記録を使用して、移動局が以前に滞在したセルを識別し、少なくとも部分的には、以前に
滞在したセルの情報に基づいて、引き続き行うハンドオーバに対するターゲット基地局を
選択するよう構成することができる。従って、このような実施例では、ハンドオーバに関
連する機能に対して一般的に責任を持つモビリティ管理装置５５０は、所与の移動局１６
０に対するトランザクション履歴記録の内容を使用して、ハンドオーバに関連する判定を
行う。いくつかの実施例では、処理ユニット５１０は、トランザクション履歴記録に含ま
れる情報に基づいて、移動局１６０についての速度を推定することができ、その推定速度
をハンドオーバの判定に使用することができる。従って、モビリティ管理装置５５０は、
トランザクション履歴データに基づいて、特定の移動局１６０がマイクロセルによるより
もマクロセルによる方がより良いサービスが受けられるか否かを判定することができる。
【００４９】
　同様に、複数の移動局１６０の間でリンク資源を割り当てる無線資源管理装置５４０は
、トランザクション履歴データを使用して、資源割り当ての判定を行うことができる。新
しく受け取られた移動局１６０に対するトランザクション履歴記録は、それを使用して、
移動局１６０から送信バッファの更新を受信する前に、例えば、リンク資源の割り当てま
たは調整を行うことができる。また、トランザクション履歴記録を移動局１６０から受信
した状態情報とともに使用して、リンク資源割り当てを行うこともできる。
【００５０】
　図１～図５に関して上記検討した種々の制御ノードの動作を実行するためのコンピュー
タプログラムコードは、開発の便宜のために、Ｊａｖａ（登録商標）とＣとＣ＋＋との内
の少なくともいずれか等のような高級プログラム言語で記述することができる。さらに、
本発明の実施例の動作を実行するコンピュータプログラムコードは、これに限定するもの
ではないが、インタープリタ型言語等のような他のプログラム言語で記述することもでき
る。いくつかのモジュールまたはルーチンの記述は、動作性能とメモリ使用効率との内の
少なくともいずれかを改善するために、アセンブリ言語、または、マイクロコードであっ
てさえよい。さらに以下の点が理解されるであろう。即ち、プログラムモジュールのいず
れか或は全ての機能は、個別のハードウェア構成要素、１つ以上のＡＳＩＣ（特定用途向
け集積回路）、または、プログラムされたディジタル信号プロセッサ、または、マイクロ
コントローラで実行することができる。
【００５１】
　本発明を、そのいくつかの実施例に従って、方法とデバイスとコンピュータプログラム
製品との内の少なくともいずれかの、フローチャートとブロック図との内の少なくともい
ずれかを参照して説明した。従って、これらのフローチャートとブロック図との内の少な
くともいずれかは、本発明の種々の実施例に従って移動局のトランザクション情報を処理
する典型的な動作を例示している。フローチャートとブロック図との内の少なくともいず
れかにおける各ブロックと、フローチャートとブロック図との内の少なくともいずれかに
おける複数のブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令とハードウェア動作
との内の少なくともいずれかによって実現されることが理解されよう。これらのコンピュ
ータプログラム命令は、汎用コンピュータ、特殊用途コンピュータ、または、他のプログ
ラム可能なデータ処理装置のプロセッサに供給されて、そのコンピュータや他のプログラ
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ム可能なデータ処理装置のプロセッサをにより実行する命令が、フローチャートとブロッ
ク図との内の少なくともいずれかの１つまたは複数のブロックで規定される機能を実現す
る手段を創成するように、機械装置を構築することができる。
【００５２】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ使用可能またはコンピュータ読
み取り可能なメモリの中に記憶することができ、これらのメモリは、ある特定な様式で機
能するようにコンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置に命令することが
できる。これにより、コンピュータ使用可能またはコンピュータ読み取り可能なメモリに
記憶された命令は、フローチャートとブロック図との内の少なくともいずれかの１つまた
は複数のブロックで規定される機能を実行する命令を含む製品を作り出すことができる。
【００５３】
　そのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能なデ
ータ処理装置にロードすることができ、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置の
上で実行される一連の動作ステップを起動し、コンピュータが実行する処理を作り出すこ
とができる。これにより、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置の上で実行され
る命令は、フローチャートとブロック図との内の少なくともいずれかの１つまたは複数の
ブロックで規定される機能を実行するためのステップを作り出すことができる。
【００５４】
　当業者には理解されるように、これまでの説明と添付図面は、本明細書に教示する方法
と装置の非限定的な例を表わすものである。従って、本発明は、上記の説明や添付図面に
よって限定されるものではない。本発明は、下記の請求の範囲及びそれらの法的均等物に
よってのみ限定される。

【図１】 【図２】
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